
船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年５月８日 １７時００分ごろ 

発生場所 関門港下関区 

 門司
も じ

埼灯台から真方位０３５°１,４７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.４′ 東経１３０°５８.３′） 

事故の概要 ヨットマンタは、西南西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年５月２２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット マンタ、５トン未満（長さ８.４４ｍ） 

２４０－２６６７８福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  南、風力 ２、視界 良好  

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の末期、潮流 北東流約８.３ノ

ット（kn）  

早鞆
はやとも

瀬戸潮流最強時刻１６時２１分 北東流約８.６kn 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、機走により約８.０knの対水速力

で西南西進中、約８.３knの北東流を左舷船首方から受け、圧流され

て右舷船尾方（北東方）に後退し、関門港下関区の浅所（以下「本件

浅所」という。）に乗り揚げた。 

船長は、本事故当時、船首を左転させ、潮流に平行に遡ろうとした

ものの、波高約１ｍの波を左舷方から受けていたので、左舵の効果が

得られなかったと本事故後に思った。 

船長は、本件浅所の存在を知らず、また、事前に本件浅所付近の正

確な潮流予測値を把握していなかった。 

本船の喫水は、バラストキール下端まで約３ｍであった。 

分析 

 

 本船は、約８.３kn の北東流と波高約１ｍの波とがある状況下、西

南西進中、船長が本件浅所の存在及び正確な潮流予測値を知らず、本

件浅所の近くを約８.０kn の対水速力で潮流を遡って航行したことか

ら、圧流されて後退し、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、約８.３kn の北東流と波高約１ｍの波とがある

状況下、西南西進中、船長が本件浅所の存在及び正確な潮流予測値を

知らず、本件浅所の近くを約８.０kn の対水速力で潮流を遡って航行

したため、圧流されて後退し、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・潮流の速い海域を、潮流を遡って航行する時は、事前に通過予定

時刻の正確な潮流予測値を把握し、潮流に対して十分に余裕のあ

る速力で航行すること。 

 ・事前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 
 


